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資料１（議案関係）

「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部

を改正する条例案」について（議案第１４７号）

平成２８年９月１５日

市 町 村 課

１ 改正理由

知事の権限に属する事務の市町村への移譲の推進を図るため権限移譲対象事務にそ

の経営する社会福祉事業が第二種社会福祉事業のみである社会福祉法人に対する勧告

の事務を加える等の必要がある。

２ 改正内容

 権限移譲対象事務等に次の事務を加えることとする。

① 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５６条第４項の規定によるその経営

する社会福祉事業が第二種社会福祉事業のみである社会福祉法人が法令に違反し

たとき等におけるその改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告及び同条第５

項の規定による当該勧告に従わない旨の公表等（別表第９及び別表第２９関係）

② 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第５項の規定による助産の

実施又は母子保護の実施に要する費用の徴収に係る本人又はその扶養義務者から

の報告の徴収（別表第２３関係）

③ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第５８条の２第４項（同法第５９条の２

において準用する場合を含む。）の規定による医療法人の吸収合併等及び同法第

６０条の３第４項（同法第６１条の３において準用する場合を含む。）の規定に

よる医療法人の吸収分割等の認可の申請の受理（別表第８５関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。










